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８．会議の経過 

 令和７年１２月１９日（金）午後０時５９分開議 

〇委員長（甲斐俊光君） ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

配付データの次第に従い、進めさせていただきます。 

初めに１の追加議案について説明をお願いいたします。 

〇市長（星野順一郎君） 貴重なお時間をありがとうございます。 

 令和７年第４回我孫子市議会定例会において追加議案の配付をさせていただきました。中身とし

ては辞職に伴う人事案件として議会議員のうちから選任する監査委員を１名、任期満了に伴う人事

案件として教育委員が１名、及び固定資産評価審査委員が１名、人権擁護委員２名の推薦、合計５

件の追加議案を上程させていただきます。 

議会の議員のうちから選任する監査委員には早川真議員、教育委員には再任として新山訓代さん、

固定資産評価審査委員には再任として島田亮さん、人権擁護委員にはいずれも再任として、菅藤行

雄さん、中込登喜子さんです。 

よろしくお願いいたします。 

また、１２月１１日の議会運営委員会において国の補正予算の可決後に、定例会の最終日に補正

予算案を追加上程させていただく予定であることをご報告いたしましたが、その後、議員のみなさ

ま何名かからは会派を代表して私や副市長のところにご意見を頂戴しました。その意見を踏まえて、

今議会での上程は見送ることとさせていただきます。 

まず、重点支援地方交付金活を活用した事業については、いち早く市民の皆さまのお手元に届け

ることが可能なおこめ券の配付を予定していましたが、先ほども言いましたように、おこめ券では

なくて現金給付として変更して検討を進めさせていただきます。給付のスキームについてはなるべ

く１月１４日に予定してます予算懇談会の全体説明会において説明ができればというふうに思って

いますが、残念ながらなかなか日程が厳しいものですから、かなりのアバウトな概要で終わらせて

もらうかと思いますが、現金給付の方向でいま再度調整をさせていただきます。スキームだけでな

くて、職員も給付対応の職員を確保しなきゃいけないもんですから、それはかなり職員にはさらに

負担をかけるな、と。おこめ券は職員の負担ほとんどなしでできたんですが、残念ながら職員かな

り負担をかけながら現金給付という形をとらさせていただきたいと思っています。 

その辺はご理解をいただければなという風に思ってます。 

また、特に常勤で６名、あとは会計年度何名か追加して、たぶん給付対策室を作らざるを得ない

だろうという状況になっていますので、ぜひ３月議会の資料請求はいつもよりちょっと提出が遅れ

る可能性がありますので、その辺については職員の負担を十分ご配慮いただいた中で、必要最小限

なり、あるいは日数は少しいつもより多めにとらさせていただけるようにご配慮の方よろしくお願
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いします。 

また、高校生相当年齢以下、１８歳以下の子どもを養育する世帯に対しての子ども一人について、

２万円を支給する物価高対応子育て応援手当支給事業については、国の施策であり市町村の配慮が

全くないところではありますので、必要な予算を来週中に専決処分させていただいて、早急にお手

元に届くように手配をしたいと思っています。これについてはおそらく１月の末には、早い方には

送れるかなという予測で進めさせていただきますので、ぜひ職員に対するご配慮をよろしくお願い

したいと思います。 

以上です。 

〇委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 

追加議案等について何かございますか。 

〇委員（内田美恵子君） おこめ券から現金給付にするっていうことなんですが、そうした場合、

これも専決で、ということですか。それとも臨時会。 

〇市長（星野順一郎君） 今のところ臨時会を予定していますけど、予定している臨時会は以前に

もお話させてもらったように２月２日、これは低入があるとまた日にち変わるんですが、低入がな

かったとすると２月２日に湖北小体育館の契約の議案を臨時会に出す予定ですので、そこで出せれ

ばという風に思ってます。ただ、先ほど言ったように早くというんであれば、１４日の全体説明会

が終わったあとに専決、現金でもう指定していますから、専決をさせていただけるんであればそれ

までの間の２～３週間早く手続きが入れるという可能性はあります。今のところ執行部としては臨

時会を予定したいという風には思ってます。ただ、議会運営委員会の中で専決していいよといって

くれる声が多ければその分早めにスタートさせられます。 

〇委員長（甲斐俊光君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時０５分休憩 

─────── 
午後１時０６分開議 

〇委員長（甲斐俊光君） 再開いたします。 

 次に２の採決順序について事務局より説明願います。 

〇事務局長（佐野哲也君） それでは２の採決順序についてご説明いたします。資料２の採決順序

表をご覧ください。初めにナンバー１の議案第９号、下水道条例の一部改正について、ナンバー２

の議案第２１号、令和７年度下水道事業会計補正予算（第３号）について、ナンバー３の議案第６
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号、敬老祝金に関する条例の一部改正について、ナンバー４の議案第７号、国民健康保険条例の一

部改正については、委員会の審査結果が多数可決でありますので、個別に採決いたします。 

次にナンバー５の議案第１７号、令和７年度一般会計補正予算（第５号）は、委員会の審査結果

は全員可決でありますが、特別委員会で審査した議案でありますので、個別に採決いたします。ナ

ンバー６の議案第２２号、令和７年度水道事業会計補正予算（第２号）は、委員会審査結果が賛成

全員により可決でありますが、分割・個別採決の申し出がありましたので、個別に採決いたします。 

次にナンバー７の上記以外の議案第１号から議案第５号、議案第８号、議案第１０号から議案第

１６号、議案第１８号から議案第２０号の各議案につきましては、委員会審査結果が賛成全員によ

り可決であります。分割・個別採決の申し出がございませんでしたので、議案１６件を一括して採

決いたします。 

次にナンバー８の陳情第７号及びナンバー９の陳情第８号につきましては、委員会での審査結果

は不採択であります。本会議での採決は、可を諮る原則から、「委員長報告は不採択であります。

願意妥当と認め、採択するに賛成の議員は賛成ボタンを押してください。」と願意について採決い

たしますので、お間違えのないよう、お願いいたします。 

次にナンバー１０からナンバー１４につきましては、先ほど市長から説明がありました追加議案

です。人事案件でありますので、申し合わせにより、提案理由の説明後、成規の手続きを省略し、

直ちに採決いたします。 

以上、本日の採決は１４回で、いずれも採決表示システムにより採決いたします。 

なお、討論の通告はございませんでした。採決順序表につきましては、この後、タブレットに格

納するとともに、紙でも議場に配付いたします。会派に戻りましたら、タブレットの更新をしてい

ただくようお伝えください。 

説明は以上となります。 

〇委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 

何かございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。採決順序は説明のとおりといたします。 

次に３の本日の議事日程について事務局より説明願います。 

〇事務局長（佐野哲也君） それでは３の本日の議事日程（第５号）についてご説明いたします。

お手元に配付の資料３、議事日程第５号をご覧ください。 

開会後、日程に入る前に議長の報告として、芹澤正子議員が我孫子政策倶楽部入会された旨を報

告いたします。 

次に監査委員から監査の結果報告がありましたので、報告いたします。 
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次に椎名幸雄議員、甲斐俊光議員、西垣一郎議員が我孫子市議会議員ほう賞規程により、勤続  

２０年の表彰の対象となることから、議場で表彰を行います。 

その後、日程第１として、議案第１号から議案第２２号及び陳情２件の総括審議を行います。委

員長報告後、採決いたします。 

日程第２として、先ほど市長から追加議案として説明がありました議案第２３号から議案第２７

号を議題といたします。人事案件でありますので、申し合わせにより、提案理由の説明後、成規の

手続きを省略し、直ちに採決いたします。 

次に日程第３の千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙ですが、議会運営委員会において教

育福祉常任委員会の委員長を充てることが確認されておりますので、議長の指名推選により選挙い

たします。当選の告知後、澤田議員から演壇よりご挨拶をお願いいたします。 

次に日程第４の議員派遣の件ですが、令和８年１月２０日（火）に湖北地区公民館にて、千葉県

市議会議長会第４ブロックの議員合同研修会が開催されます。会議規則第１６４条の規定により、

議会の議決が必要ですので、議員全員の派遣について簡易採決でお諮りいたしますのでよろしくお

願いいたします。 

説明は以上です。 

〇委員長（甲斐俊光君） 以上で説明は終わりました。 

何かございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。本日の議事日程は、説明のとおりといたします。 

 次に４のその他で、何かございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇委員長（甲斐俊光君） ないものと認めます。 

 以上で本委員会を散会いたします。 

午後１時１２分散会 


